
T s u C i t y

水道管路の耐震化
・基幹管路 後期５年間で約６ｋｍ （事業費36億円）
・基幹管路以外 後期５年間で約３０ｋｍ（事業費32億円）
（老朽管路）

浄水場・配水池の耐震化 後期５年間（事業費 7億円）

機械・電気設備更新 後期５年間（事業費32億円）

配水バランス、配水ブロックの見直し等
・安全、安心な水を安定して提供できるよう、自己水と県
営水道の配水バランスや配水ブロックの見直しを検討

「自己水源43％、県営水道57％（令和7年3月31日時点）」

・原水の水質悪化や水源の枯渇傾向等
安定性に欠ける地域は、県営水道に
切り替え
・停電など非常時に課題がある施設は、
非常用発電機を設置

水質管理の徹底
・安心して水道水が飲めるよう水質基準に基づいて市内
各地で毎日検査
・水源から各ご家庭の蛇口までの水質管理を徹底

９－(１)－① 水道事業の現状と計画９．住 環 境

第２次津市水道事業基本計画期間（2018-2027年）で

安全で安心な水道の確保（安全）

水道運営基盤の強化（持続）

津市の水道は、大正15年に建設が始まり、総工費約
345万円（当時の津市の予算（約90万円）4年分）を
投じて、昭和４年に給水を開始してから既に90年以
上経つ長い歴史があります。

令和6年度の業務量の概要

給水人口 ：26万5,301人
給水戸数 ：13万6,851戸
水道普及率 ：約99.4％
水道管の長さ ：約2,500ｋｍ
年総配水量 ：3,903万6,730㎥
日平均配水量 ：10万6,950㎥
水 源 ：40か所
浄水場 ：27か所

長い歴史があるがゆえに水道施設（水道管、浄水場等）
が古くなってきている

老朽管の更新は、老朽化や漏水状況等から、必要箇所の更新を進める一方、漏水調査等の実
施で、速やかな修繕を行い管路の長寿命化を図ってきました。

基幹管路は重要！
基幹管路は人間の体に例えると太い血管の役割を果た
し、基幹管路が壊れると、その先の広い範囲が断水して
しまう重要な管路です。

管路全体延長 ２,４94.1ｋｍ(令和6年度末）

津市水道の歴史・現状

昭和4年の給水開始に向けた工事の様子

老朽化した水道管の破損により陥没した道路

水源の水量減少
地域によっては、井戸の
水位が低下している

水道管路の老朽化
管路延長の約30％が耐用
年数（約40年）を超え、今
後も急激に増え続ける

津市 全国平均

基幹管路 28.6％ 43.3%

浄水場 32.2% 44.5%

配水池 59.0% 64.7%

低い耐震化率

全国平均は令和5年度水道統計より

久居別所浄水場の耐震化

片田浄水場中央監視装置

災害に強い水道の確立（強靭）

施工前 施工中
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基幹管路延長 １92.6ｋｍ 基幹管路以外延長 ２,301.5ｋｍ

令和6年度までの耐震化済
５5.0ｋｍ

令和6年度までの耐震化済
１,604.5ｋｍ

基幹管路計画延長
１２.７ｋｍ （前期済６.８ｋｍ）

基幹管路以外計画延長
９８.０ｋｍ （前期済68.2ｋｍ）

施工後



T s u C i t y

９－(１)－② 水道事業の今後の取組

災害に強い水道の確立を目指して

水道施設の耐震化につきましては、大規模地震などによる災害時でも、安定した水道水の供給が
行えるよう「第2次津市水道事業基本計画」に基づき進めています。

事業全体（後期5年間）
約１29億円

基幹施設の耐震化 約 7億円
配水管の耐震化 約６8億円
安定した水源の確保 約 ７億円
効率的な水運用の構築 約１５億円
施設の拡充・更新 約３２億円

災害に強い水道の確立を目指し、浄水場と直結している水管
橋の劣化診断や耐震診断を進め、配水ブロック間における連
絡管整備や配水ブロック内における管路のループ化などバッ
クアップ機能の強化を目指し、今後方針・立案を定め、次期基
本計画策定を行い、安定した水道水の供給に向け進めていき
ます。

配水管の耐震化 水管橋（劣化診断・耐震診断） 施設の拡充・更新
243

９．住 環 境
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水道事業を取り巻く環境
・ 人口減少や節水機器の普及などの影響による給水量の減少に伴い、料金収入は減少傾向。
・ 管路経年化率は３６.８３％（令和６年度末現在）であり、全国平均25.37％を上回るなど、水道施設の老朽化が進んでおり、
迅速かつ着実に更新事業を進める必要がある。

９－(１)－③ 水道事業会計の経営状況

⇒令和４年４月１日に料金改定を実施（改定率約２８％）
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料金回収率
＝供給単価／給水原価
水道水の供給に要する費用
がどの程度料金収入で賄えて
いるかを示す指標
100％以下の場合、赤字状
態であることを意味する

供給単価
＝給水収益／有収水量
有収水量１㎥当たりどれだけ
の収益を得ているかを表す指
標

給水原価
＝経常費用／有収水量
有収水量１㎥当たりどれだけ
の費用がかかっているかを表
す指標

料金回収率の推移

財政収支の見通し県内１４市の水道料金比較（口径13㎜、1ヶ月に20㎥使用、税込）

本市の料金は、県内
１４市平均を上回っ
ているものの、全国
平均と比較して321
円、類似事業体（水源、
給水人口及び有収水
量密度が同じ類型と
して分類された事業
体）平均と比較して
627円低廉な価格
となっています。

100％を下回っていた料金回収率が、令和４年度の料金改定により大幅に改善し、水道事
業の経常利益は令和３年度から約12億円増加しました。

引き続き経営の安定化及び更新事業の推進を図り、安全・安心な水道水の安定供給を堅持

貯金（資金残高）
災害等が発生し、水道
料金が回収できない事態
に陥った場合でも事業継
続が可能な程度の資金を
蓄えておく必要があり、
令和９年度末に５０億円
程度を確保することとし
ています

借金（企業債残高）
今後の投資規模と償還
能力のバランスを考慮し、
１７０億円程度に抑えるこ
ととしています。

貯金と借金の状況

令和５年度～９年度の財政収支の見通し
第２次津市水道事業基本
計画の後期５年間（R5～
R9）の収入は３９６億円
を見込んでおり、支出と
の差額の４３億円と実際
にお金の移動がない減
価償却費は、主に管路の
更新など将来のための
施設整備の費用や、過去
の施設整備のために借り
入れた借金の返済など
の財源とします。
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９．住 環 境

類似事業体平均 ３，674円（令和６年４月１日）

全国平均 ３，３６８円（令和６年４月１日）

県内１４市平均 ２，９４８円（令和６年４月１日）

※全国平均は令和５年度末現在

未発表

未発表
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資 本 的 収 支
将来にわたり水道水を安定的に届け続けるために必要な施設
の更新などの支出と、それを行うための財源となる収入

９－(２)－① 水道事業 令和６年度決算

収益的収入 80億3,633万9,353円

収益的支出 72億2,722万3,724円

純利益 8億 911万5,629円
※税抜き

資本的収入 16億4,282万 840円

資本的支出 36億 112万4,605円

収支差引 △19億5,830万3,765円
※税抜き、△はマイナスを表す

収 益 的 収 支
その年度の水道水の供給に必要な支出と収入
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４3億円令和6年度末

内部留保資金

１61．４億円令和6年度末

借入金（企業債）残高

９．住 環 境
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９－(２)－② 水道事業 令和７年度予算

業務量の予定

収 益 的 収 支
その年度の水道水の提供に必要な支出と収入

収益的収入 87億8,967万1,000円
収益的支出 82億8,515万7,000円
収支差引 5億 451万4,000円

※税込み

資本的収入 16億7,151万4,000円

資本的支出 37億3,913万6,000円
収支差引 △20億6,762万2,000円

※税込み、△はマイナスを表す

資 本 的 収 支
将来にわたり水道水を安定的に届け続けるために必要な施設
の更新などの支出と、それを行うための財源となる収入
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９．住 環 境
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大規模災害時には水道管が破損し、復旧するまでの間は断

水してしまうことがあります。

断水時には飲料水として、1日一人当たり3リットルを3日

分必要であると言われており、できれば１週間分の備蓄が望

ましいとされています。その水を家族分毎日確保しておくこ

とは現実的ではありませんが、もしもの時の命を守るために、

最低限の水の確保をしておくことをお勧めします。

９－(２)－③ 災害時の給水と上水道の水質

大規模災害時の備えとして

身近な避難場所である各小学校の受水槽に、市民自らが利用

できるよう ５連の蛇口を設置してあります。

南が丘

高茶屋

北立誠南立誠

草 生 明 合

誠 之

戸 木

雲 出

立 成

安 東 櫛 形

一志東一志西

豊 津 上 野

成 美

桃 園

片 田

神 戸

大 三

倭

黒 田

千里ヶ丘

栗 葉 榊 原

敬 和 育 生

八ツ山 美 杉

芸 濃明

高野尾大 里

一身田 白 塚 栗 真

・設置済みの小学校

・小学校の近くに設置してある施設

西が丘

新 町 藤 水

みさとの丘学園 香海中学校

・組立水槽等で給水する小学校 村 主 安 濃 家 城 川 口

これらのタンクで確保できる水量・・・約８００㎥
１人当たり １日３リットルとして 約８９,０００人分を３日間分！

三重県内初・・

水道水は、人の健康に影響が生じないように、十分に安全性を考慮した

水質基準が設定されています。市では、安心して飲むことのできる水道

水を供給するために浄水場で緩速ろ過、急速ろ過、膜ろ過などの方式に

よる浄水処理を行い、適正な維持管理に努めています。

検査している場所・・・市内４６か所の給水栓（蛇口）

検査項目・・・・・・・５１項目

毎月検査が必要な主な項目・・・右表の９項目

受水槽の５連蛇口組立水槽

豊が丘

給水栓水質検査結果

災害時の備え

養 正 修 成
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９．住 環 境
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（単位：ha ・ 人）

９－(３)－① 公共下水道（汚水）の整備①

下水道供用区域の拡大に向けて、効率的な整備を進めます。

未普及対策事業

・ 志登茂川処理区 【 整備予定面積：51.8０ｈａ 】

・ 雲出川左岸処理区 【 整備予定面積： 2．80ｈａ 】

令和７年度実施事業

【流域関連公共下水道】

下水道（汚水）整備の現状
（令和７年3月末現在）

志登茂川浄化センター

津市役所

久居総合支所

三重県庁

椋本処理区

雲林院処理区

高宮処理区

志登茂川処理区

雲出川左岸処理区

松阪処理区

中央処理区

全体計画区域
認可計画区域
供用開始区域

凡 例

Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

津市高宮浄化センター

津市中央浄化センター

雲出川左岸浄化センター

津市浜田浄化センター

津市椋本浄化センター津市雲林院浄化センター
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・ 松阪処理区 【 整備予定面積： １．50ｈａ 】

９．住 環 境

【単独公共下水道】

・ 椋本処理区 【 整備予定面積： １．00ｈａ 】

区分 処理区名
供用開始
年 月

事業計画
区域面積

供用開始
区域面積

供用開始
区域内人口

単独

公共

中央処理区 Ｓ52. 4 333.4 325.1 11,507 

浜田処理区 Ｈ 7. 6 10.0 10.0 344

椋本処理区 Ｈ19. 4 260.6 186.9 4,109 

特環
雲林院処理区 Ｈ13. 1 75.4 75.4 1,180

高宮処理区 Ｈ16. 1 33.0 33.0 794

流域
公共

志登茂川処理区 H 30. 4 1,565.6 777.4 27,462 

雲出川左岸処理区 Ｈ 5. 4 2,363.2 2,005.9 89,851

特環 松阪処理区 Ｈ13. 3 623.3 557.6 16,652 

合 計 5,264.5 3,971.3 151,899

整備の現状（令和７年３月３１日現在）

（単位：ha ・ 人）

下水道人口普及率 （令和７年3月31日現在）56.9％
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地 震 対 策 事 業

９－(３)－② 公共下水道（汚水）の整備②

下水道総合地震対策計画（計画期間：令和５年度～令和９
年度）に基づき、下水道施設の耐震化を計画的に進めます。
また、避難所へマンホールトイレの設置を行ってきまし
たが、未設置の避難所への設置を検討します。

＜中央処理区＞
・橋内第一排水区管更生実施設計業務委託

耐震化事業と併せて下水道施設の改築・更新を進めます。

下水道施設の老朽化に係る改築更新事業については、津市下水道ストックマネジメント計画（計画期間：
令和５年度～令和９年度）に基づき、防災・安全交付金を活用し、計画的に事業を進めます。

改 築 更 新 事 業

【マンホールトイレ概要】

・避難施設内に、既設の下水道管か
ら延伸した災害用トイレ専用の下水
管を敷設 したもの。
・貯留水によって汚物の軟化及び流
動化を促進し、貯留弁の開放によっ
て多量の汚物を一気に排出。
・１箇所あたり、便器計５基を設置。

【マンホールトイレの特徴】

・水洗用水が少なく
て良い。
・下水管が利用でき
ないとき は貯留型
として利用が可能。

マンホールトイレ（設置イメージ図）

【令和６年度実施事業】
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【下水道管更生の特徴】

・掘削に伴う騒音や振動が発生しない。
・古くなった管路を有効利用でき、廃棄物
（管路や土砂など）がほとんど発生しない。
・工事期間や工事費が削減できる。
・下水道管と輻輳して埋設されている管
への影響が少ない。

管更生工事完了後

９．住 環 境
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９－(３)－③ 下水道事業 令和６年度決算

収 益 的 収 支
その年度の下水道事業の実施に必要な支出と収入

資 本 的 収 支
下水道を将来にわたって継続するために必要な施設の整備
や拡充などに係る支出と、それを行うための財源となる収入

資本的収入 80億5,699万4,409円

資本的支出 109億1,216万7,277円

収支差引 △28億5,517万2,868円
※税抜き、△はマイナスを表す

収益的収入 125億3,802万5,328円

収益的支出 113億5,537万3,942円

収支差引 11億8,265万1,386円
※税抜き
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９－(３)－④ 下水道事業 令和７年度予算

業務量の予定

収 益 的 収 支
その年度の下水道事業の実施に必要な支出と収入

資 本 的 収 支
下水道を将来にわたって継続するために必要な施設の整備
や拡充などに係る支出と、それを行うための財源となる収入

収益的収入 133億8,806万0,000円

収益的支出 118億7,903万6,000円

収支差引 15億 902万4,000円
※税込み

資本的収入 86億6,519万8,000円

資本的支出 123億 373万4,000円

収支差引 △36億3,853万6,000円
※税込み、△はマイナスを表す
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９－（3）－⑤ 下水道事業（使用料）の現状

◆基準外繰入金の削減により独立した経営を目指します。 252

総務省における経営の健全性を示す基準（使用料
単価150円/㎥）に達するために、令和元年度に使用
料改定を行い、汚水処理原価と使用料単価の差額が
縮小しました。
しかし、使用料単価よりも汚水処理原価の方が高い状
態が続いており、厳しい経営が続く見込みです。

地方公営企業法の適用
令和６年度より、市営浄化槽事業、共同汚水処理施設事業及
び農業集落排水事業（以下「３事業」という。）について地方公
営企業法を適用したことに伴い、下水道事業に統合しました。
その結果、維持管理費等が増加し、汚水処理原価と使用料
単価の差額が拡大しました。

使用料改定

差額が縮小

３事業を下水道事業に
統合したことに伴い汚水
処理原価が増加

差額が拡大

削
減
す
べ
き
基
準
外
繰
入
金

３事業を下水道事業に統合した
ことに伴い基準外繰入金が増加

2,200円

2,470円 2,519円 2,530円 2,530円
3,025円 3,113円

3,344円

3,497円 3,520円

4,312円

5,170円

0円

1,000円

2,000円

3,000円

4,000円

5,000円

6,000円

※ 繰入金には、本来一般会計が負担すべき公益的な事業の経費相当分として
の基準内繰入金と、下水道事業の収益不足を補填するための基準外繰入金
の２種類があります。

■県内12市の下水道使用料比較（1か月に20㎥使用、税込）

（出典：三重県の調査 「下水道事業実施市町の令和６年度末の状況」）注1：津市は農業集落排水事業を除く
注2：尾鷲市、熊野市は調査対象外

依然、汚水処理に係る経費を使用料収入で賄えておらず、
多額の基準外繰入金があります。今後も経費の節減や補
助金等の収入の確保による経営努力を更に進めます。

今後の
課題

■一般会計繰入金の推移
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９－(３)－⑥【市長コラム】津市の公共下水道事情

令和２年１１月１日号 広報津より
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市民の皆さんが衛生的で快適な生活を営むとともに、河川の水質保全を図るため、市が浄化槽処理促進区
域を対象に合併処理浄化槽の設置と維持管理を行い、浄化槽の早期普及と適正な維持管理を行うものです。

専用住宅（建売住宅含む）、共同住宅、併用住宅、集会所、店舗、事業所、学校及び病院などに設置の浄化槽で受入
可能な排水を排出し、１００人槽以下の合併浄化槽を設置する施設

対象施設を新築、改築及び増築する場合

市が浄化槽本体を設置し、維持管理を実施

新
設

くみ取り便槽、単独浄化槽から転換される場合

市が浄化槽本体を設置し、維持管理を実施
転
換

既に合併処理浄化槽が設置されている場合

適正管理等一定の基準を条件に市が浄化槽を
無償で受け入れ、維持管理を実施

帰
属

個人の住宅や事業所など

公共下水道計画区域及び農業集落排水処理施設などの集合処理区域を除いた区域（対象区域）

市営浄化槽事業で浄化槽を設置以後の維持管理も市で実施

●日々の維持管理費に加え、将来の施設改修に備えた経費の積み立てが不要
●公共下水道と同等の公共サービスを受けることが可能

事業内容

対象施設

市営浄化槽

９－(４)－① 市営浄化槽事業

※設置基数

令和4年度まで 令和5年度 令和6年度 合計

新築 304 33 39 376

転換 5１０ 41 35 58６

帰属 2,８００ 72 47 2,9１9

実 績

● 敷地が狭小で設置場所が確保できない場合、複数戸
に１基の浄化槽を設置

● 転換に伴う配管費6万円まで、槽撤去費（単独処理浄化槽
12万円まで、くみ取り便槽9万円まで）、単独処理浄化槽を
雨水貯留槽等への転用工事費9万円までを別途補助
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公共下水道計画区域外となった１１団地の共同汚水処理施設について、適正管理等一定の基準を条件に、各団地
の管理組合等からの申請に基づき、本市への帰属を受けたのち、共同汚水処理施設事業会計にて、管理運営を行
います。

団地で管理している汚水処理施設の維持管理 対象団地の状況

９－（４）－② 共同汚水処理施設事業

公共下水道計画区域から外れた地域

団地の管理組合からの申請

一定の基準を条件に整備した後
施設や機械設備等を市へ帰属

公共下水道と同等の条件に揃え
適正な維持管理を市が実施

公共下水道と同額の使用料

使用料についても、下水道使用料と同等とすることから、
公共下水道と同等の公共サービスを受けることになる

① 平時より適正な維持管理が行われ、施設の構造物、設備等
が不具合なく稼働していること

② 機能診断調査に基づく施設整備の改修を行うこと
③ 宅地内の排水設備は調査を行い誤接続等がなく雨水

の侵入がないこと
④ 宅地内の配管図を作成し市に提出
⑤ 施設処理、ポンプ施設等の用地を津市に無償で帰属

帰属の条件

※令和7年６月末現在

長谷山ハイツは平成１３年度に移管されており既に市が管理中
（帰属条件調整後に共同汚水処理施設事業会計に統合する予定）

団地名 処理場の場所 世帯数※ 帰属時期

殿舟団地 津市小舟地内 ５７５ 平成２９年４月１日

ピュアタウン 津市安濃町妙法寺地内 １５７ 平成２９年４月１日

豊が丘団地 津市豊が丘地内 ２，５５４ 平成３０年４月１日

善応寺団地 津市庄田町地内 ８６ 平成３０年４月１日

青葉台団地 津市青葉台地内 ５３７ 令和４年４月１日

片田団地 津市片田新町地内 ９２５

泉ヶ丘団地 津市野田地内 ８０６

緑が丘団地 津市久居緑が丘地内 ６３３

豊里台団地 津市大里窪田町地内 ５７

豊里第二団地 津市大里窪田町地内 ５６

長谷山ハイツ 津市美里町家所地内 ２４７

善応寺団地の共同汚水処理施設豊が丘団地の共同汚水処理施設

９．住 環 境
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下水道法に新たに位置づけられた計画）

９－(５)－① 浸水被害軽減に向けた取組①

雨水管理総合計画に基づいた下水道雨水事業の展開

社会要請や地域の事情にあわせ、経済的かつ迅速に浸水被害を最小化する取り組みを推進するため、
平成３０年３月に津市雨水管理総合計画を策定 （平成27年5月に改正された下水道法に新たに位置づけられた計画）

‣浸水対策を実施すべき区域の設定（重点対策地区） ‣財源や事業量を考慮し年次目標を設定（段階的対策方針）

計画期間 ： 令和元年度 ～ 令和10年度末 事業費 ： 10年間で約160億円 対象地区 ： 浸水リスクの高い15排水地区
（平成21年度 ～ 平成30年度 事業費 ： 10年間で約50億円）

都市浸水対策達成率

本市の達成率

66.4％
(令和10年度末)

44.7％
(平成29年度)

令和７年度 雨水対策事業費 約31.9億円

実施中8地区から15地区へ拡大

重点対象排水区 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

①上浜 設計 工事

②栗真町屋 設計 工事

③橋内東部第二 設計 工事

④半田川田 工事

⑤阿漕 設計 工事

⑥天神 工事

⑦北部第一 工事

⑧野村第二 工事

⑨野村第一 設計 工事

⑩相川上流 設計 工事

⑪藤方第二 設計 補償 工事

⑫長浜・伊倉津 設計 工事

⑬志登茂川上流第二 設計 設計 工事

⑭安濃川上流左岸第二 設計 工事

⑮波瀬川第二､第六､第七
排水区（一志地区）

事業計画 設計 工事

事業費 合計 １６０億円 7.8億円 15.6億円 15.9億円 15.5億円 25.9億円 16.6億円 31.9億円

令和６年度から雲出川水系流
域治水プロジェクト関連（令和
４年度追加）に事業着手
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令和６年度から半田川田
第２雨水幹線に工事着手
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バイパス水路を整備し、浸水想定区域への雨水の
集中を緩和

幹線管渠を先行して整備し貯留管に活用

洪水調整池を整備し未改修河川に放流

幹線管渠に効率よく雨水を導く

９－(５)－② 浸水被害軽減に向けた取組②

下水道事業の取り組み１

雨水管渠建設
（面整備・局部改良）

現 状 改良後

阿漕、橋内地区

洪水調整池

現 状

久居駅西部、野田池周
辺、久居ｲﾝﾀｰ周辺地区

改良後

雨水管渠建設
（貯留管）

現 状

藤方地区

改良後

浸水想定区域

雨水管渠建設
（バイパス水路）

現 状

芸濃ｲﾝﾀｰ周辺、椋本、
久居ｲﾝﾀｰ周辺地区

改良後

浸水解消
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二つの排水区をつなぐ水路を改修して、排水能
力の高いポンプ場を利用し、浸水解消を進める。

ポンプ場への流入高さを下げ、排水効率を改善

９－(５)－③ 浸水被害軽減に向けた取組③９.住環境

下水道事業の取り組み２

雨水管渠建設
（幹線管渠）

半田、藤方、上浜、
栗真町屋地区

高茶屋、半田地区

水路局部改良
ポンプ場改良

現 状

雲出地区

改良後

天神ポンプ場
(令和5年9月運転開始)

半田川田ポンプ場
（令和6年3月運転開始）

伊倉津排水区 長浜排水区

伊倉津排水区 長浜排水区

長浜ポンプ場

長浜ポンプ場

流入高さ調整 前

連絡水路 局部改良 前

流入高さ
４０ｃｍ下げ

連絡水路 局部改良 後

水位

水位

ポンプ場建設
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藤方第２雨水幹線
築造工事

半田川田第２雨水幹線
築造工事

第２雨水幹線Φ2000の施工状況 到達立坑から見たΦ3400の管内
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９－(５)－④ 浸水被害軽減に向けた取組④

下水道事業以外の取り組み

雨水管理総合計画を反映する公共下水道事業以外についても、

局所的な雨水排水対策・農業用ため池の活用などに取り組んでいます！

農業用ため池洪水調整池
転用事業①

緊急自然災害防止対策事業債を活用して雨水対策事業を拡大します

②

河川が狭小なため大雨で流量が増えると護岸が崩壊

河川を改修し 流量を確保

改修前

改修後

河川改修事業

普段の水位を下げる

雨水調整容量を確保

排水路

現状

・調整容量が少ない
・流出量が多く下流域で
浸水しやすい

調整池転用後 浸水被害軽減のため
調整容量を確保

排水路

堤体

堤体

余水吐け
より放流

ｵﾘﾌｨｽ桝の設置

令和７年度工事実施・検討箇所

奥山池・雁俣谷池

令和７年度工事実施・検討箇所

30号川・浄土寺川・五百野川・中野川・のぞき谷川・白口川支川
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９－(５)－⑤ 緊自債を活用した雨水対策事業９.住環境

緊急自然災害防止対策事業債（緊自債）

概要 国の防災・減災、国土強靱化対策と連携して、地方単独事業による防災インフラの整備を推進
するため、令和元年度に創設

対象事業 災害の発生を予防し、又は災害の拡大を防止するために、地方団体が策定する「緊急自然災害
防止対策事業計画」に基づき実施する地方単独事業（流域治水対策等については国庫補助要件
を満たす事業も対象）
【対象施設】
治山、砂防、地すべり、河川（護岸、堤防、
排水機場等）、急傾斜地崩壊、農業水利
防災（ため池、揚水・排水機場・水路等）、
道路防災、都市公園防災、下水道など

事業期間
事業費

財政措置 充当率：１００％
元利償還金に対する交付税措置率：７０％

国が創設した緊急自然災害防止対策事業債を活用し、河川や雨水排水施設等の改修を実施

年度 事業費

H27～R1 0.61億円

R2～R6 15.87億円

R7～R11（計画） 8.4億円

合計 24.88億円

緊自債創設前の
事業費と比べ、
約26倍に拡大！

主な事業箇所
・香水池（垂水）
・東千里川（河芸町）
・朝日新川（安濃町）
・細野川（美里町）
・王子討谷川（美杉町）

【活用例】 王子討谷（おうじうちたに）川
崩壊の恐れのある護岸の被害拡大を予防するため、護岸整備
を行った

整備前 整備後
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９－(５)－⑥ 浚渫債を活用した雨水対策事業９.住環境

緊急浚渫推進事業債（浚渫債）

概要 地方公共団体が、緊急かつ集中的に浚渫事業に取り組み、危険個所を解消できるよう令和２年
度に創設

対象事業 各分野での個別計画（河川維持管理計画等）に、地方単独事業として緊急的に実施する必要が
ある箇所として位置付けた河川、ダム、砂防、治山、防災重点農業用ため池等に係る浚渫

事業期間
事業費

財政措置 充当率：１００％
元利償還金に対する交付税措置率：７０％

年度 事業費

H27～R1 0.80億円

R2～R6 2.38億円

R7～R11（計画） 2.21億円

合計 5.39億円

国が創設した緊急浚渫推進事業債を活用し、河川の浚渫を実施

浚渫債創設前の
事業費と比べ、
約3倍に拡大！

主な事業箇所
・おごえ川（野田）
・月見川（雲出本郷町）
・大谷川（安濃町）
・耕作川（美杉町）
・谷山川（美杉町）

整備前 整備後

【活用例】 耕作川
流下断面の確保と河川を安全で良好な状態に保つために

堆積土砂の浚渫を行った。
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令和４年６月１日号 広報津より

９－(５)－⑦【市長コラム】浸水からまちを守る
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●事業費
約５８億円【H24.11 ＰＦＩ手法による民間事業者の落札額】
（内訳：施設整備費２７億円 維持管理運営費〔１５年３か月分〕３１億円）

●概要 ・名称 いつくしみの杜
・所在地 津市半田３２４７番地２（旧津斎場の北側）
・敷地面積：１９，９００．８５㎡ 延床面積：４，８７１．３５㎡
・ＰＦＩ（ＢＴＯ）方式
・施設概要
【火葬、待合棟の主な機能】
火葬炉１２基、動物炉１基、エントランスホール、
告別・収骨ホール（４室）、待合室（１２室）、待合ロビー、
キッズルーム、売店等
【葬儀棟の主な機能】
葬儀式場（２室）、遺族控室（２室）、関係者控室（２室）等

いつくしみの杜は、経ケ峰を望む敷地を津の海と捉え、建物は翼を広げた鳥を表現
するなど、津の情景をデザインに取り入れています。
施設は火葬・待合棟と葬儀棟からなり、また、遊歩道なども整備しました。
ご利用いただく各室は全て１階に配置し、床面の段差を無くすなど、ユニバーサル
デザインに基づく誰もが利用しやすい施設となっています。

いつくしみの杜

●施設配置図

９－(６) 新斎場（名称：いつくしみの杜）

（単位：件）●利用実績（直近５年度） 正面出入口 葬儀式場※令和７年３月末時点
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火葬炉 動物炉 霊安室 葬儀式場 霊柩自動車

令和２年度 3,234 2,258 462 311 1,617

令和３年度 3,534 2,314 515 358 1,694

令和４年度 3,690 2,187 576 450 1,746

令和５年度 3,786 2,138 540 437 1,774

令和６年度 3,894 2,170 505 439 1,941
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環境対策推進基金活用
（Ｈ24～29年度：約3億1,000万円）

１基当たり 補助率１／２ 上限１万円

犯罪に遭わないまちを目指して
ＬＥＤ型防犯灯補助制度を創設し、ＬＥＤ型への更新を推進

ＬＥＤ型防犯灯設置補助制度

９－(７) 自治会が設置する防犯灯のＬＥＤ化の推進

防犯灯設置補助金交付額の推移/申請数・ＬＥＤ率
（単位：千円）

年 度 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 合計
補助金交付額
（千円） 4,492 12,817 36,439 29,990 97,653 88,363 60,219 36,011 24,572 18,246 12,546 8,851 10,175 3,256 443,630

申請数
（基）

507 746 2,163 1,825 6,456 5,684 3,771 2,177 1,449 1,065 685 479 524 281 27,812

ＬＥＤ化率
（％）

0.48 2.9 10.9 19.2 41.3 63.8 76.0 82.5 86.4 89.0 90.5 91.5 92.4 92.7 ー
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令和５年度からＬＥＤ型防犯灯の更新も支援開始

１基当たり 補助率１／２ 上限１万円

９．住 環 境

青数字：補助金交付額
赤数字：令和７年度予算計上額
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９－(８)－① 防犯カメラ設置補助事業

防犯カメラパイロット事業 （平成３０年３月６日～令和２年３月５日）

平成３０年４月１３日 ライオンズクラブ国際協会３３４-Ｂ地区様から防犯カメラ５台の寄贈 ５団体へ設置

平成３０年６月１９日 個人より１００万円寄附 ２団体へ設置

令和元年７月２日 津中央ライオンズクラブ様から防犯カメラ４台の寄贈 ４団体へ設置

津市犯罪のない安全安心なまちづくり推進委員会を計８回開催し、防犯カメラの補助制度を検討

令和２年度から防犯カメラ設置補助金制度開始 【申請手続きの流れ】

【制度の目的】 防犯カメラによる犯罪抑止効果を高め、犯罪のない安全で安心し
て暮らせるまちづくりを推進するため、防犯カメラを設置する費用
の一部を補助します。

【補助対象団体】 自治会、自治会連合会、地域で活動している住民主体の防犯団体

【補助対象経費】 防犯カメラを設置する場合の機器等購入費と設置工事に要する経費

【補 助 率 等】 補助対象経費の2分の１（一台当たりの補助上限額：150,000円）

団

体

①補助申請

②補助金の交付決定

③実績報告

④補助金の交付確定

⑤補助金の支払請求

⑥補助金の支払い

津

市

年 度
申請

設置基数
補助金交付金額

備 考
団体数 （千円）

Ｒ２ 18 29 2,787 令和２年８月１１日 個人より１００万円寄付

Ｒ３ 15 23 2,619 令和３年４月１４日 個人より１００万円寄付

Ｒ４ ９ 15 1,870 令和４年８月５日 個人より１００万円寄付

Ｒ５ ９ 12 1,582
R6 16 24 3,016
合計 67 103 11,874
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９－(８)－② 津市犯罪被害者等支援事業

犯罪被害者やその家族は、犯罪による直接的な身体的被害だけでなく、その後も捜査や裁判における精神的負担、無責任なうわさや中
傷、報道等によるプライバシーの侵害など、大変な苦しい思いをしています。
被害者のこうした状況を理解し、被害者の立場に立って考え、支えていくことが今求められています。

総合支援窓口の充実
（市民交流課 市本庁舎３階）

「津市犯罪被害者等支援条例」を令和３年１２月に制定 （令和４年４月１日施行）

三重県、県内市町が条例化を進める中、犯罪被害者の気持ちに真に寄り添った津市としての支援策づくりを目指して、有識者や公募委
員による委員会を設置。

津市犯罪のない安全・安心なまちづくり推進委員会（令和2年11月9日～ 4回開催）
各委員のこれまでの経験や知識をもとに、条例化や犯罪被害者等への具体的な支援策について議論いただき、取りまとめていただ

いたご意見を踏まえ、条例制定と必要な支援策を検討。

経済的負担の軽減
（遺族支援金・重傷病支援金・精神療養支援金の給付）

日常生活の支援
（家事代行サービス費の助成・食事宅配サービス費の助成・一時保育費の助成・通訳費の助成）

居住の安定
（転居費用の助成・家賃の助成・特殊清掃費の助成）

精神的被害からの回復
（カウンセリング費の助成）

犯罪被害に遭われた方々の負担が少しでも軽減され、安全で安心して暮らすことができるよう、犯罪被害者等に寄り添った支援に取
り組んでいきます。

主な支援内容
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９－(８)－③ 特殊詐欺等被害防止機器購入補助事業

被害額は高い金額で推移。被害者の大半は６５歳以上の高齢者

令和６年度から固定電話向け迷惑電話対策機器の購入補助制度開始

267

津市における特殊詐欺発生状況

目 的
近年増加している特殊詐欺の犯罪被害を未然に防止するため、特殊詐欺等
被害防止機器の購入費の一部に対し、補助金を交付する

対象者 申請日において満６５歳以上で市税を滞納していない津市内に住所を有する方

内 容
特殊詐欺等被害防止機器の本体の購入に係る費用（消費税及び地方消
費税を含む）の２分の１（１００円未満の端数は切捨）、上限５千円

①購入した特殊詐欺防止機器の代金の支払を証する書類（購入日、申請者の氏名、品
名、販売店名及び購入特殊詐欺防止機器の本体の価格（消費税及び地方消費税を含
む）が記載されているもの）の写し ※購入後１ヶ月以内の申請が必要

※押印要

②カタログ等、購入した特殊詐欺等被害防止機器の機能が確認できるもの

③申請者の住所、氏名及び生年月日が確認できる書類の写し

申請書（請求書） 申請手続きの流れ

④完納証明書もしくは滞納なし証明書

９．住 環 境
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額

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

約4,998万円 約3,734万円 約8,908万円 約9,441万円 約２億4,300万円
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９－(９)－① 空き家への対応状況

危険な空き家への対応件数 １,３４８件
相談件数 1,091件
外観調査件数 257件

平成２５年度から
令和７年度（１０月末）まで

改善済等

７７７件

改善率 ８２.８％

特定空家等認定
４１０件

特定空家等以外
９３８件

令和６年１０月白塚町地内で略式代執
行より特定空家等を解体！

解体前 解体中 解体後 268

改善済 【

内

訳
】

情報提供後
改善

指導後改善 勧告後改善 命令後改善 代執行後改善

２９８件 ２１５件 ６２件 １９件 ０件 ２件

改善率 ７２.６％

改善に向
け対応中

【

内
訳

】

情報提供等
法第２２条に基づく措置

指導中 勧告中 命令中

１１２件 ４０件 ４５件 ２７件 ０件

改善依頼等

１６１ 件

９．住 環 境
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９－(９)－② 空き家問題への対応

広報 津 令和元年7月1日号
「危険な空き家 改善への取り組み」より
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９－(９)－③ 特定空家等の改善数は県内最多

●指定管理者の選定に向けた準備

広報 津 平成30年11月1日号より
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９－(９)－④【市長コラム】津市の空き家対策、その後

令和元年７月１日号 広報津より
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９－(９)－⑤ 空き家の利活用①

●人口減少により、ますます空き家が増加
●空き家・空き店舗を利活用しやすい環境整備が必要

有効活用できる市内の空き家・空き店舗を
津市空き家情報バンクサイトで公開中

空き家、空き店舗

対象地域

対象物件

市職員が現地調査

現地調査

該当物件について、詳細を確認

事前相談

●既に市場に出回っている物件は登録不可
●未登記の物件は登記が必要
●特定空家等に該当する物件は修繕など別途協議
●土砂災害防止法に基づく土砂災害特別警戒区域
（レッドゾーン）内の物件は登録不可

●建物の状況や間取りを、聞き取りなどにより確認
●ホームページで公開する情報を収集

市ホームページで物件情報を公開
物件登録
・公開

●登録申込書とともに、土地全部事項証明書、建物
全部事項証明書などが必要

市内全域に居住可能な
空き家・空き店舗が存在

居住・使用していない建物は
劣化が比較的早い

賃借・売却を考えている
空き家所有者が多く存在

資産価値のある早い段階
での賃貸・売却が有効

空き家・空き店舗の利活用の促進 津市空き家情報バンクの流れ・仕組み

津市空き家情報バンクサイト

ポストコロナを見据えて、利用登録のオンライン申請を可能とし、
３６０度パノラマ画像掲載、お気に入り登録、検索機能を追加・拡充
したものにリニューアルしました。

津市空き家
情報バンク

空
き
家
所
有
者

空
き
家
利
用
希
望
者

物件登録

交渉・契約

利用登録

交渉・契約

間接交渉
仲介業者に依頼

直接交渉
当事者間

※市は契約等には関与しません

利用登録す
ると物件の
詳細情報を
入手可能

物件登録す
ると物件の
情報を空家
情報バンク
で公開

市内全域
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９－(９)－⑥ 空き家の利活用②９．住 環 境

津市空き家情報バンクの利用実績 （令和７年１０月末現在）

空き家に係る補助制度

名 称 対象者・対象経費 補助額等 対象地域

空き家有効活用推進事業補助金

耐震基準を満たす空き家を、市外から移住する人が改修する場合、または
市外から移住する人に賃貸か売却するために、空き家の所有者が改修す
る場合に要する費用 ※当該物件に１０年以上居住することが条件

工事費用の1/3
(上限100万円)

津市全域

成約が決定した空き家情報バンク登録物件の家財道具を処分する場合に
要する費用 ※当該物件を５年以上利活用することが条件

処分費用の1/2
(上限5万円)

美杉地域空き家情報バンク利用物
件改修費補助金

空き家情報バンクで美杉地域にある空き家の購入者が、その空き家の浴
室、トイレ、炊事場などの水回りを改修する費用 ※当該物件に１０年以上
居住または二地域居住が条件

工事費用の1/2
(上限50万円)

美杉地域

美杉地域移住促進のための空き家
リノベーション補助金

空き家情報バンクで美杉地域にある空き家の購入者が、その空き家の改
修費用 ※当該物件に１０年以上居住または二地域居住が条件

工事費用の1/3
(上限100万円)水回り以外対象

【フラット35】 補助金と併せて、住宅金融支援機構の【フラット35】を利用する人は、借入金利が一定期間引き下げになります。（家財道具処分補助金を除く）！

成約件数

Ｒ4年度 Ｒ5年度 Ｒ6年度 Ｒ7年度

３5件 29件 ２2件 ８件

内
訳

津 ７件

内
訳

津 6件

内
訳

津 3件

内
訳

一志 １件

久居 １件 久居 2件 美里 1件 白山 ２件

河芸 2件 河芸 1件 白山 8件 美杉 ５件

香良洲 １件 安濃 １件 美杉 １0件

一志 3件 一志 2件

白山 8件 白山 9件

美杉 13件 美杉 8件

登録物件数 ２３件

津 久居 河芸 芸濃 美里 安濃 香良洲 一志 白山 美杉

８件 １件 ２件 ０件 ０件 １件 ０件 ０件 3件 8件

利用登録者数 ７７８人

県外 県内 市内

２７３人 １８４人 ３２１人

名 称 対象者・対象経費 補助額等 対象地域

子育て世帯移住促進
空き家活用助成事業補助金

子育て世帯（１８歳未満の子どもがいる）が、市外から移住し
空き家（耐震基準を満たす）に１０年以上居住する場合に、土
地代を除く空き家の取得に要する費用

市内の空き家（上限100万円）
居住誘導区域内の空き家
（上限150万円）

津市全域

〇空き家の改修等の補助

〇空き家の取得補助

水回り対象
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令和７年度相談件数 592件
（前年比１０月末現在 +70件）

令和６年度相談件数
７３７件

空き地
相談件数

改善に向けて
対応中

218件
（36．8％）

374件
（63．2％）

改善済 未改善

５０１件
（６８．０％）

２３６件
（３２．０％）

前年比 +１８件 前年比 +52件

改善済

９－(９)－⑦ 空き地への対応状況

平成２８年度 ８６９件
平成２９年度 ７７８件
平成３０年度 ５９２件
令和元年度 ６４５件
令和 ２年度 ７２８件
令和 ３年度 ６９４件
令和 ４年度 ７２７件
令和 ５年度 ７１２件
令和 ６年度 737件
令和 ７年度（１０月末現在） 592件

※令和7年１０月末現在

改善率 ７１．５％

改善率 ７４．０％

改善率 ７１．０％

改善率 ７０．９％

改善率 ７１．８％

改善率 ７５．３％

改善率 ７０．１％
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９－(１０) マンション管理適正化の推進

策定

マンションの管理の適正化の推進に関する法律の
一部改正（令和４年４月１日施行）により

今後築４０年を超えるマンションの急増が見込まれ、分譲マン
ションの老朽化が進み、管理組合の機能不全や修繕積立金の不足
等の課題が顕在化するなかで、国の管理適正化の基本方針を定め、
地方公共団体による管理の適正化を推進するため、マンション管
理適正化推進計画の作成、管理計画認定制度、不適切なマンショ
ンへの助言・指導等を含めた改正が行われた。

マンション管理適正化推進計画の概要

マンション管理
適正化推進計画

国の基本方針に基づ
き、地方公共団体は、
管理適正化の推進の
ための計画を作成

管理計画認定制度

推進計画を作成した
地方公共団体は、
一定の基準を満たす
マンションの管理計
画を認定できる

助言・指導等

国の基本方針に基づき、
地方公共団体は、管理適
正化のため助言及び指
導を行い、管理組合の適
正な維持管理を推進

対象：分譲マンション

取組の柱
◇各マンションの管理組合の運営等の状況把握
◇管理計画認定制度の運用、周知
◇法改正による、各管理組合の管理適正化への助言
及び指導

今後、高経年化が進むことが想定される本市
のマンションの適正管理に向けた取組の指針

津市マンション管理適正化推進計画 （令和５年９月２０日作成）

計画の趣旨

計画期間
５年間（令和５年９月～令和１０年８月）

管理計画認定制度

項目 基準の内容

管理組合の運営 管理者等の設置、監事選任

管理規約 管理規約の作成(緊急時の専有部分の立入り等)

管理組合の経理 管理費と修繕積立金の区分経理

長期修繕計画の作成・見直し等 長期修繕計画(標準様式準拠)及び修繕積立金の決議

その他 組合員名簿を適切に備えている

【メリット】
● 認定を受けたマンションの市場評価の向上
● マンション長寿命化促進税制による減税 （固定資産税１/３減額 ※１年分）
● 住宅金融支援機構による融資金利の引き下げ等

マンションの管理水準の維持・向上を図り、将来の管理不全を防止し管理組合による自主的な取組を促進するために、一定の基準を満たすマンショ
ンの管理計画を、津市が認定する制度 （５年更新）

【管理計画認定の主な基準】
管理組合 マンション

管理センター
津市 管理組合

認
定

申
請

管理計画認定手続支援サービス

① センターに事前確認申請
② 事前確認後に津市に申請

【認定フロー図】
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